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きたかみ
景観資産

▲

次の広報発行日は10月12日(金)です ▲

安倍氏ゆかりの地
安
あ べ

倍館
た て

の桜と紅葉

〔きたかみ景観資産認定制度〕
　地域の景観資源の価値を見直し、認め合うことで、景観をきっかけとしたまちづくり活動につなげ、貴重な資産と
して次世代へ残していくことを目指し創設した制度です。地域の大切な景観とそれを守り、創

つ く

り、育てるために地域
の皆さんが取り組んでいる活動を｢きたかみ景観資産｣として認定しています。
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平成30年度の広報きたかみへの広告掲載については、(株)東広社(☎64-1523)へお問い合わせください。

安倍氏ゆかりの地
安倍館の桜と紅葉
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　春には桜、秋には紅葉が通りに彩りを添え、地域住

民や通行者を癒してくれます。また、安倍館児童公園

内には復元された堀跡があり、安倍氏の歴史を感じる

ことができます。

■登録番号　88
■認定団体　黒沢尻19区自治会
■所  在  地　川岸三丁目９番地内
■｢きたかみ景観資産｣認定日　平成25年１月29日
■活動内容　環境整備、周辺道路の整備、イベント開催、
　　　　　　清掃、草刈り


